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特別損失の計上に関するお知らせ 

 

 

 当社は、当第 1四半期会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号平成

20年 3月 31日）およびその適用指針（企業会計基準適用指針第 21 号）が適用となりましたので、そ

れに伴う影響額を特別損失として計上することについて、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．適用の概要 

当社では、当社が運営する挙式・披露宴施設について賃貸借契約等を締結しており、これらの

契約終了時の原状回復費等を見積もって資産除去債務を計上いたします。このため、期首時点で

発生する影響額としては、貸借対照表に計上される資産除去債務が約 149百万円、損益計算書に

計上される過年度分の特別損失が 34 百万円となります。 

 

 

 

２．今後の見通し 

上記の特別損失による平成 23 年３月期の第２四半期累計期間及び通期業績への影響につきま

しては、当社が平成 22年５月６日に公表いたしました「平成 22年３月期決算短信（非連結）」の

業績予想の範囲内のため、業績予想の修正はございません。 

 

 

 

以 上 


